
１. はじめに

近時，サプライチェーン上の人権問題が日本企

業の現実の問題となってきている。その象徴的な

事件として2021年の米仏でのユニクロ（ファース

トリテイリング）に関する事件を指摘できるかも

しれない。米国税関・国境取締局（U.S. Customs

and Border Protection: CBP）は2021年１月にユニ

クロのシャツの輸入を差し止めた。その理由は当

該シャツが新疆ウイグル自治区の団体によって製

造された疑いがあるためだとされる（日本経済新

聞［2021a］。その後，ユニクロの再審査の申立て

が却下されているようである。ジェトロ［2021］・

38）。また，フランス当局も2021年７月に新疆ウ

イグル自治区での人権侵害の疑いでユニクロのフ

ランス法人の捜査を始めたとされる（共同通信社

［2021］）。もっとも，このようなサプライチェー

ン上の人権リスクは従来から認識され，企業は対

処することが求められていた。

その代表的な原則が国連の「ビジネスと人権に

関する指導原則」である（United Nations［2011］．

日本語訳として，国際連合［2011］）。指導原則は

全ての企業に人権の尊重を求め（指導原則11），「人

権への悪影響を特定し，防止し，緩和し及びその

対処方法を説明するために，事業者は人権

デュー・デリジェンスを実施する必要がある。」

として人権デュー・デリジェンス（人権DD）の

実施を求める（指導原則17。一般的に参照，菅原

［2017］，横田ほか［2021］・187［吉村執筆部分］）。

そして，このような企業による人権の尊重という

原則は2015年に国連が採択した持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals: SDGs）にも取

り込まれている（United Nations［2015］．日本語

訳として，国際連合［2015］）。たとえば，SDGs

のターゲット8.7は本稿で検討する強制労働の根

絶を掲げている。

こういった国際的な動きを受け，日本政府も

2020年「『ビジネスと人権』に関する行動計画

（2020-2025）」を策定している。これは前述の指

導原則を実施する国別行動計画（NAP）に該当す

る（ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係

府省庁連絡会議［2020］・5）。行動計画は企業が

人権DDを実施し，「人権への影響を特定し，予防

し，軽減し，そしてどのように対処するかについ
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て説明する」ことを期待するとした（同上・30）。

加えて，「国際社会は，企業に対し，企業内部で

の『ビジネスと人権』に関する取組の実施だけで

なく，国内外のサプライチェーンにおける人権尊

重の取組を求めており，企業はこの点に留意する

必要がある」として，サプライチェーン上の人権

リスクを考慮する必要性も指摘した（同上・8）。

もっとも，こういった原則等は厳密には法的拘

束力のある規範ないし裁判規範ではない。行政や

裁判所は企業がこれらの原則に違反したことを理

由に何らかの制裁を下すことはできない（同旨で，

こういった原則等によって企業を規律することの

限界を指摘するものとして，吾郷［2019］。国連

指導原則について，天野［2019］・54。他方で，（国

際）慣習法として成立する可能性が検討されてい

る。国連の指導原則について，吾郷［2014］。また，

裁判所がこれらの原則等に沿った解釈をする可能

性はある。企業の社会的責任（CSR）が取締役の

経営判断原則の根拠となり，故に取締役は公共の

利益のために会社の利益を犠牲にすることができ

るとするものとして，企業法学会［2015］・40-42

［大塚章男執筆部分］）。むしろ，サプライチェー

ン・リスク・マネジメントの一環として位置づけ

られているという印象を抱く。たとえば，法務省

の報告書も罰金や訴訟などの法的リスクを人権リ

スクの１つとしてのみ説明し，人権侵害（への加

担等）＝法的問題という図式では説明していない

（参照，法務省人権擁護局［2021］・39-47）。

もちろん，人権侵害の是正を企業に任せ，その

企業の取組みの評価を市場に委ねるという政策判

断もあり得る。実際，企業では前述の国連の指導

原則などに基づく取組みがなされており（たとえ

ば，黒田［2021］），そもそも人権DDは現地国の

法令では人権侵害となっていない行為をも対処の

対象としており，狭い意味でのコンプライアンス

を超えた取組みが求められているともされている

（森・濱田松本法律事務所［2021］・119［梅津秀

明執筆部分］）。また，市場においても，責任投資

原則（PRI）では人権はいわゆるESG投資の「S（社

会）」に位置づけられ，投資の判断要素とされて

いる（PRI［2021］・4。加えて，参照，東京証券

取引所［2021］・補充原則2-3①）。その意味では，

法規範ではないとの一事をもって従来の政策が不

十分だとは言えないかもしれない。しかし，問題

が人権に関わるだけに，実効性が十分か，また，

そもそも企業や市場に委ねるべきかについて疑問

もあり得る。特に，本稿で紹介する米国のウイグ

ル強制労働防止法のように欧米では立法で一定の

人権侵害に関わる行為を禁じているが，これに対

して我が国は明確な立法を持たない（森・濱田松

本法律事務所［2021］・123［梅津秀明執筆部分］）。

では，我が国の政策は妥当なのであろうか。本稿

はこういった問題意識に基づくものであり，こう

いった法政策的な問題の解決に向けた準備として

最新の米国の法律を調査した。

２. 新法成立までの経緯

本稿で調査する立法は中国新疆ウイグル自治区

での人権侵害の疑いを背景に持っている。よく引

用されるものとして2020年３月のオーストラリア

戦略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute:

ASPI）の報告書がある（Xu et al.［2020］．概要

訳として，CISTEC事務局［2020b］。参照，田上

［2020］・70-71）。ここでは新疆ウイグル自治区に

おける人権侵害が詳細に報じられた。米国でも連

邦議会の行政府委員会（Congressional-Executive

Commission on China: CECC）の報告書（CECC

［2020］．邦訳として，CISTEC事務局［2020a］。

参照，田上［2020］・68-70）及び米国国務省によ

る中国の人権状況に関する報告書（U. S.

Department of State [2021b]）において中国の人権

侵害が報告されている。こういった報告書を受

け，米国政府（Donald Trump政権）は2021年１月

に中国がウイグル族を集団虐殺したとの声明を発

表した（U.S. Department of State [2021a]）。加え

て，近時のセンセーショナルな報道として，英

BBCは2021年２月に新疆ウイグル自治区の収容

所で女性が性的虐待を受けたとする証言を報じて

いる（BBC［2021］）（新疆ウイグル自治区にお

ける人権問題について一般的に参照，横田ほか

［2021］・188［吉村執筆部分］）。

このような新疆ウイグル自治区での人権侵害の

疑いに対して，米国は特定の企業又は地域におけ

る特定の製品を指定し，その輸入について強制労

働ではないことを示す書類の提出を求めてきた

（E.g. U.S. Customs and Border Protection [2021a]［対

象は新疆ウイグル自治区産の綿花及びトマト］．

Generally see U. S. Customs and Border Protection

[2022] ; Wikipedia [2022]）。これらの制裁は1930

年関税法（いわゆる「スムート・ホーリー関税法
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（Smoot-Hawley Tariff Act）」。以下，「関税法」と

いう）307条（19 U.S. Code § 1307）に基づいて

いる。同条は以下のように強制労働による製品の

輸入を禁じている。

307条 有罪判決を受けた者が作った製品及び

輸入禁止

その全部又は一部について個人に対する罰則

の下で囚人労働，強制労働又は（及び）年季奉

公によって外国で採掘，生産又は製造されたい

かなる商品，製品，物品及び製造物は米国のい

かなる港にも入港する権利がなく，かつ，それ

によりその輸入は禁止される。財務長官は本条

の実施に必要な規制を規定する権限を有し，か

つ，義務を負う。

ここで使用される「強制労働（Forced labor）」

とはすべての仕事又はサービスを含むものであ

り，不履行に対する罰則の威嚇の下にあるいか

なる者によってもたらされたものを含み，また，

労働者が自発的に提供していないものを含む。

本条において，「強制労働又は（及び）年季奉公」

という用語には強制の又は年季奉公の児童労働

を含む。

これらの制裁は厳密には新たに禁止対象を追加

するものではなく，CBPにおいて一時的に輸入を

差し止める品目を追加するものである。すなわ

ち，これらの制裁はCBPによる「違反商品保留命

令（Withhold Release Order: WRO）」という形式を

とり，これによりCBPは強制労働で製造された疑

いのある商品を含む貨物を一時的に差し止めるよ

う，入国港の担当者に指示し，担当者は19 CFR

§ 12.42 (e)に基づき対象品目を差し止める。こ

の差止めは終局的な禁止ではなく，輸入者は19

CFR § 12.43 (a) (b)に従い反論を行い（詳細は

後述），その商品が関税法307条に違反して輸入さ

れたものではないことを証明することができる

（同条(c). See U.S. Customs and Border Protection

[2021b]；阿部［2021］；藪［2021a］；ジェトロ

［2021］・36-37）。なお，新法以前のWROも依然

として有効である（後述の新法２条(f)）。

もっとも，以上の制裁は対象となる製品を限っ

たものだった。そこで，米国連邦議会では対象製

品を限定せずに制裁を課す法案が提出されてき

た。はじめは第116議会（会期は2019年から2020

年）であり，上下両院に法案が提出されたが（提

出順にH.R.6210及びS.3471），上院を通過しなかっ

た（Congress.gov [2020a] ; Congress.gov [2020b］．

法案の解説として，田上［2020］・67-68）。

次いで第117議会（会期は2021年から2022年）

にも類似の法案が提出され，これが成立した。法

案はまず上院に提出された（S.65）。同法案の名

称は「ウイグル強制労働防止法（Uyghur Forced

Labor Prevention Act: UFLPA）」である（１条。こ

れは略称であり，正式名称は後述のH.R.6256と同

様である）。同法案は７月に上院を通過している

（Congress.gov [2021a]）。他方，下院でも同じ名

称の法案（H.R.1155）が提出され，12月８日に可

決された（Congress.gov [2021b]）。

しかし，両法案は施行日並びに年次報告等での

開示及び米国証券取引委員会（U.S. Securities and

Exchange Commission: SEC）への通知義務の点で

違 い が あ っ た（Nelson [2021] ; Hilferty &

Valenstein [2021]）。そこで，12月14日に妥協案が

取りまとめられた（H.R.6256. See Rubio [2021a]）。

法案の名称は「中華人民共和国新疆ウイグル自治

区で強制労働により製造された商品が米国市場に

入らないようにするため及びその他の目的のため

の法（AN ACT To ensure that goods made with

forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous

Region of the People’s Republic of China do not enter

the United States market, and for other purposes）」で

ある。なお，H.R.6256以外の上記各法案はいずれ

も「ウイグル強制労働防止法」という略称である

が（各法案１条），成立したH.R.6256にはそのよ

うな略称は定められていない。もっとも，米国の

文献ではH.R.6256も同様に呼称するものも多い

（たとえば，Dong et al. [2021]）。特にH.R.6256を

区別する場合，以下では単に「新法」ないし「H.R.

6256」と呼称する。H.R.6256は12月14日に下院で

可決され，12月16日に上院で可決された（修正は

加えられていない）。その後，Joe Biden大統領が

12月23日に署名し，法案が成立した（Congress.

gov [2021c] ; White House [2021]）。

新法の施行日は条文ごとに異なる。関税法307

条の推定を定める３条の施行日は成立日から180

日後である（３条(e)。つまり，2021年12月23日

の180日後である2022年６月21日である。Dong et

al. [2021]）。その他の規定は成立後直ちに施行さ

れているが，基本的には実体法的な規定ではなく，
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行政機関の権限及び責務に関するものである。

もっとも，権限の行使及び責務の履行の期限が上

記施行日に合わせられている。すなわち，後述の

ように新法の執行は強制労働執行タスクフォース

（Forced Labor Enforcement Task Force: UFLPA）に

よる報告書に基づいているが，当該報告書は成立

日から180日以内に取りまとめられる（新法２条

(e)(1)）。

３. 新法の内容

以下では新たに成立したH.R.6256の内容を紹介

し，特徴的な点を紹介したい。なお，全体の翻訳

はウェブサイト上で公開する（末尾にURLを記

載）。本文中では特に重要と思われる部分のみ，

抜粋して紹介する。

H.R.6256は全７条からなっている。主要な規定

は２条及び３条である。以下，１条から順に紹介

する。

（前文）

第１条 政策の表明

第２条 新疆ウイグル自治区における強制労働

によって作られた商品の輸入禁止を実施するた

めの戦略

第３条 反証可能な推定により，輸入禁止が新

疆ウイグル自治区において又は特定の事業体が

採掘，生産又は製造した商品に適用される

第４条 新疆ウイグル自治区での強制労働に対

処するための外交戦略

第５条 新疆ウイグル自治区での強制労働に関

する制裁の実施

第６条 有効期限

第７条 定義

１条は米国政府の政策が述べられている。ま

ず，新法の背景にある政策目標として強制労働の

防止（１条(2)），強制労働を含む人身売買の防止

（同条(4)）及び残虐行為の防止（同条(5)）が指

摘されている。次いで，その政策目標の達成手段

として，関税法307条の効果的な実施（１条(1)），

国際社会のリード（同条(2)・(3)）及びその他の

外交的・貿易的対処（同条(6)）が定められている。

第１条 政策の表明

米国の政策は以下の通りである。

(1) 強制労働で製造された商品の輸入禁止を

強化する。これには中華人民共和国政府が，

1930年関税法307条（19 U.S.C. 1307）の効果的

な執行を阻害しないようにすることを含む。同

条は「その全部又は一部について強制労働……

〔原文ママ〕によって外国で採掘，生産又は製

造された商品，製品，物品及び製造物」の全て

の輸入を禁止するものである。

(2) 米国政府が利用可能なあらゆる手段を用

いて強制労働がなされる場所がどこであれそれ

を終わらせるために国際社会をリードする。こ

れにはその全部又は一部について新疆ウイグル

自治区で採掘，生産又は製造された商品などの

強制労働で作られた商品の輸入を停止すること

を含む。

２条はUFLPAが新法の執行の戦略を定めるべ

しと規定する。具体的には，強制労働が介在する

商品の輸入防止政策（２条(c)・(d)(1)・(3)-(5)・

(7)），強制労働に関与する事業体のリスト（同条

(d)(2)），輸入者による人権DDのガイダンス（同

条(d)(6)）及び戦略策定の手続き（同条(a)・(b)・

(e)）などが定められている。このうち，実体法

的に重要なものは事業体のリストとガイダンスだ

と思われる。前者の事業体のリストについては，

後述するように新法は３条で関税法307条に関す

る推定を定めるが，推定が認められる場合の１つ

としてリストに登録された事業体の関与を定めて

いる。２条はその事業体の指定を行うものであ

り，どのような事業体が指定されるかで実際の輸

入禁止の範囲が変わってくる。後者のガイダンス

については３条と合わせて紹介する。

第２条

(c) 戦略の策定―第(a)項に基づく意見公募を

受け，第(b)項に基づく公聴会を開催した後，

強制労働執行タスクフォースは，商務長官及び

国家情報長官と協議の上，1930年関税法307条

（19 U.S.C. 1307）の執行を支援し，その全部又

は一部について中華人民共和国において強制労

働で採掘，生産又は製造された商品の米国への

輸入を防止するための戦略を策定する。
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(d) 要素―第(c)項に基づいて策定された戦略

には以下が含まれる。

……

(2) 以下について包括的に記述及び評価をす

る。

……

(B) 包括的な記述及び評価は以下を含む。

(i) 新疆ウイグル自治区における事業体

（entities）のリスト。当該事業体が商品，

製品，物品及び製造物をその全部又は一部

について強制労働を用いて採掘，生産又は

製造を行っている場合。

(ii) 新疆ウイグル自治区政府と協力して

いる事業体のリスト。当該事業体が強制労

働者又はウイグル人，カザフ人，キルギス

人若しくはその他の迫害されている集団の

構成員を新疆ウイグル自治区外で募集，輸

送，移送，収容又は受領している場合。

(iii) 第(i)項又は第(ii)項で要求されるリ

ストに掲載されている事業体がその全部又

は一部について採掘，生産又は製造した製

品のリスト。

(iv) 中華人民共和国から米国に第(iii)項

に記載された製品を輸出した企業のリス

ト。

(v) 新疆生産建設兵団（Xinjiang Produc-

tion and Construction Corps）などの施設や

事業体のリスト。当該施設等が新疆ウイグ

ル自治区から又は新疆ウイグル自治区政府

や新疆生産建設兵団の従業員から資材を調

達しており，それが「貧困緩和」プログラ

ムや「ペアリング支援」プログラムなどの

強制労働を利用するその他の政府の労働計

画を目的とする場合。

(vi) 第(v)項に記載された追加の施設及

び事業体を特定するための計画。

(vii) 米国に輸出されている商品，製品，

物品又は製造物を所有する上記各事業体に

対する執行計画。当該執行計画には違反商

品保留命令の発出を含め，当該事業体に関

する第４条の執行を支援することができ

る。

(viii) 執行の優先度の高い部門のリスト。

これには綿花，トマト及びポリシリコンを

含めることを要する。

(ix) 上記優先度の高い各部門に関する執

行計画。

３条は関税法307条に関する推定を定めている。

輸入禁止を厳格にすることに関してはこの規定が

新法で最も重要な規定だと思われる。上院法案の

起草者である上院議員もH.R.6256の上院での可

決に際して「証明は企業の責任だ（The presump-

tion is on you.）」と述べている（Rubio [2021b]）。

逆に言えば，新法は関税法307条とは別個の権限

ないし制裁を定めるものではなく，あくまでも関

税法307条に依拠したものである。

推定の要件は問題の商品の全部又は一部が新疆

ウイグル自治区原産であるか又はリストに登録さ

れている事業体が関与したものであることである

（３条(a)本文）。すなわち，推定の要件として一

定の品目であることが要求されているわけではな

いため，前述の新法以前の関税法307条の下での

制裁のように個別の品目を指定する必要がなく

なっている（同旨，Dong et al. [2021] ; Alpert &

Signorelli-Cassady [2021］；藪［2021b］［関 税 法

307条と比較して個別調査が不要になった］）。加

えて，特徴的なことは輸入者が取引する直接の供

給者が新疆ウイグル自治区の工場などである必要

はないという点である。たとえば，米国の企業が

シャツを第三国から輸入する場合であっても，当

該第三国の事業者が生地などを新疆ウイグル自治

区の工場から調達している場合には，新法の推定

が 及 ぶ（Dong et al. [2021] ; Broussard et al.

[2021]）。

このように関税法307条の推定を定める類似の

法律として米国への敵対者に対する制裁法

（Countering America’s Adversaries Through

Sanctions Act: CAATSA）321条(b)がある。同法

は北朝鮮国民及び住民が生産した商品を強制労働

に基づくものと推定するものである。新法とは推

定の要件が異なり，地理的な要件ではなく，生産

者の要件となっている（Alpert & Signorelli-

Cassady [2021]）。

第３条

(a) 総論―米国税関・国境取締局長官は，第(b)

項で規定されている場合を除き，その全部若し

くは一部について中華人民共和国新疆ウイグル

自治区で採掘，生産若しくは製造された又は第
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２条(d)(2)(B)項の(i)，(ii)，(iv)若しくは(v)

項のリストに記載されている事業体が製造した

商品，製品，物品及び製造物について，以下の

推定をするものとする。

(1) 当該商品，製品，物品及び製造物の輸

入が1930年関税法307条（19 U.S.C. 1307）に

基づき禁止されるものであること並びに

(2) 当該商品，製品，物品及び製造物が米

国のいかなる港へも入る資格を有しないこ

と。

当該推定には例外が設けられている（３条(b)）。

要件は３つある。第１に，輸入者が強制労働執行

タスクフォースの定めるガイダンスに準拠した人

権DD及び証拠の提出を行ったこと（同項(1)

(A)），第２に，CBP長官からの問い合わせに対

応したこと（同項(1)(B)），かつ，第３に，強制

労働が介在しない商品だとの証拠が明確かつ説得

的なことである（同項(2)）。

例外規定と関連して，新法にデミニミス（僅少

の非原産材料）規定が設けられていないことがそ

の特徴として指摘されている（藪［2021c］）。す

なわち，前述の通り，問題の商品の「全部又は一

部」が新疆ウイグル自治区原産であれば推定は認

められ，その他，輸入品の割合に関する規定はな

い。その意味で，厳しい規定であるが，新法によ

る執行の優先度の高い部門として「綿花，トマト

及びポリシリコン」が例示されており（２条(d)(2)

(B)(viii)），そもそも新法の主な規制対象が加工

後の最終製品ではなく，加工に用いられる材料に

あると読める。そのため，輸入品の割合に着目し

た除外規定がないことは自然とも言える。

また，CBPが輸入者による立証が成功したかど

うかを判断するための期間について，新法は何ら

の規定を置いていないが，この点に対する不満が

指摘されている（Broussard et al. [2021]）。

第３条

(b) 例外―長官は第(a)項に基づく推定を適用

しなければならない。但し，以下の通り判断し

た場合を除く。

(1) 記録輸入者が

(A) 第２条(d)(6)項に記載されたガイダ

ンス及びそのガイダンスを実施するために

策定された規則に完全に準拠しており，か

つ，

(B) 長官が，商品がその全部又は一部に

ついて強制労働によって採掘，生産又は製

造されたものであるかどうかを確認するた

めに，情報の問い合わせを行ったが，これ

に完全かつ実質的に回答したと判断した場

合であり，かつ，

(2) 長官が明確かつ説得力のある証拠に

よって，当該商品，製品，物品及び製造物が

その全部又は一部について強制労働によって

採掘，生産又は製造されたものではないと判

断した場合。

このように条文上の要件は３つあるが，輸入者

のやるべきことは結局はガイダンスの履行になり

そうである。その意味で，ガイダンスの内容が重

要になり得る。ガイダンスは強制労働執行タスク

フォースが定める前述の戦略に含まれるものであ

り，次の３要素を含む（２条(d)(6)）。すなわち，

デュー・デリジェンス（サプライチェーン・マネ

ジメント）のやり方（同項(A)），地理に関する

証拠の内容（同項(B)）及び強制労働に関する証

拠の内容である（同項(C)）。具体的な内容は今

後の展開を待つことになるが，新法以前のガイダ

ンスの内容がある程度参考になると思われる（後

述４）。

第２条

(d) 要素―第(c)項に基づいて策定された戦略

には，以下が含まれる。

……

(6) 輸入者へのガイダンスには以下を含む。

(A) デュー・デリジェンス，サプライ

チェーンの効果的な追跡及びサプライ

チェーン・マネジメントの方策であり，当

該輸入者がその全部又は一部について中華

人民共和国，特に新疆ウイグル自治区から

強制労働で採掘，生産又は製造された商品

を輸入しないようにするためのもの。

(B) 証拠の種類，性質及び範囲であり，

中華人民共和国を原産とする商品がその全

部又は一部について新疆ウイグル自治区で

採掘，生産又は製造されたものではないこ

とを立証するもの。

(C) 証拠の種類，性質及び範囲であり，
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1930年関税法307条（19 U.S.C. 1307）に基

づいて留置又は押収された商品を含む中華

人民共和国を原産とする商品がその全部又

は一部について強制労働によって採掘，生

産又は製造されたものではないことを立証

するもの。

（強調は筆者）

４条は国務長官の権限と責務を定めており，国

務長官に「中華人民共和国の新疆ウイグル自治区

における強制労働に対する国際的な認識を高め，

これに対処するためのイニシアチブを促進する米

国の戦略を含む報告書」の作成を義務づけている

（同条(a)）。当該戦略には同盟国との協調に関す

る計画（同条(b)(1)）などを記載することになる

（我が国への影響については後述４）。

５条は2020年ウイグル人権政策法（Public Law

116-145）の改正条項であり，同法の制裁対象に「強

制労働に関連した深刻な人権侵害」を追加するも

のである（同条(a)）。

６条は新法の有効期限の定めであり，成立日か

ら８年後（つまり，2029年12月23日）又は新疆ウ

イグル自治区における人権侵害がなくなった日の

いずれか早い日に新法の効力は失われる。

７条は新法の用語の定義を定めており，たとえ

ば，「強制労働（forced labor）」は関税法307条と

同じ意味だとする（7条(2)）。

４. 法律の特徴と今後について

ここまでのまとめとして新法の特徴をまとめる

と以下の点が指摘できそうである。

① 輸入の差止めの権限はあくまでも関税法

307条に基づく

② 関税法307条に基づく制裁と比較して対象

製品を無限定とした

③ 推定規定を設け，強制労働がないことの立

証責任を企業側に転換した

このように法的な枠組みは関税法307条に基づ

くとはいえ，実際の輸入禁止の範囲が拡大され，

その反論もより難しいものとなっている。では，

今後，どのような影響があるのだろうか。ウイグ

ル強制労働防止法について，我が国が対応すべき

こととしていくつか指摘されている。

第１に，政治の対応である。前述の通り，同法

は米国務省が新疆ウイグル自治区の強制労働につ

いて同盟国と協調し，戦略をまとめることを要求

している（４条(b)(1)）。そのため，日本政府が

何らかの対応を迫られる可能性がある（木内

［2021］）。実際，監視技術についてであるが，日

本政府は外為法に基づく輸出禁止ができないかに

ついて今後検討するとされる（日本経済新聞

［2021b］）。

第２に，企業の対応である。前述の通り，新法

では企業側が新疆ウイグル自治区からの製品につ

いて強制労働がないことを立証しなければならな

い。また，新法の施行日は2022年６月であり，そ

れまでに対応する必要がある。しかし，施行日ま

でにサプライチェーンの調査をすることは「事実

上は無理に近い」と指摘されており，故に，新法

の狙いは「米国に輸出する製品からウイグル自治

区産のものをすべて排除する」ことだと指摘され

ている（木内［2021］。同様に，調査の困難性を

示唆するものとして，Dong et al. [2021］［輸入品

の供給者ないし生産者レベルの文書が必要となり

得るため，人権DDに大きな負担である］）。

ともあれ，では，どのような調査及び立証が必

要だろうか。まず，一般的な指針については，実

務上の指針が全くないわけではなく，新法成立以

前の実務が参考になり得る。たとえば，関税法に

基づく輸入禁止に関しては一般的な規定として19

CFR § 12.43 (a)(b)があり，また，実務上のガ

イダンスが提供されている（Generally see U.S.

Customs and Border Protection [2021b］；板橋ほか

［2021］；藪［2021a］；ジェトロ［2021］・42. さ

らに，CAATSAの下での実務も参考になるとされ

る。Alpert & Signorelli-Cassady [2021]）。

まず，19 CFR§ 12.43 (a)(b)は関税法307条に

基づく差止めに対する反論の際に輸入者が主張す

べき立証命題及び提出すべき書類を定めている。

(a)は売主による原産地証明書（CERTIFICATE

OF ORIJIN）の記載事項及び書式を定め，(b)は

荷受人が作成すべき声明書（statement）の記載事

項を定めている。

19 CFR § 12.43［受入れ可能性の証明］

(a) 12.42条(e)又は(g)に基づいて留置された

物品の輸入者が当該物品がそのいかなる部分に

おいても1930年関税法第307条に規定された労

働者の類型を利用して採掘，生産又は製造され
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たものではないことを主張したい場合には，当

該物品が輸入された日から３ヶ月以内に当該物

品の外国の販売者又は所有者が署名した以下に

示す形式の原産地証明書又はその電子的等価物

を港湾局長又はCBP長官に提出しなければなら

ない。物品がその全部又は一部について米国へ

の輸出国以外の第三国で採掘，生産又は製造さ

れた場合には，上記形式で当該第三国の最後の

所有者又は販売者が署名した追加の証明書又は

その電子的等価物を同様に提出しなければなら

ない。当該証明書等における輸出国からの輸送

に関する記述は当該第三国からの輸送の事実に

置き換えるものとする。

原産地証明書

私，________は以下に記述する商品の外国

の販売者又は所有者であり，① 当該商品が

________（数量）の________（説明）からな

るもので，________というマークと番号の付

いた________（パッケージの数量と種類）に

梱包されたものであり，② ________（氏名・

名称）によって________で又はその付近で採

掘，生産又は製造されたものであり，

________（船積地）（輸出国からの最終出発地）

において________（米国への輸送業者）に積

み込まれたものであり，________（日時）に

出 発 し た こ と を 証 明 す る。③ ま た，

________（〔留置〕決定で特定された労働者

の類型）が商品又はその構成要素の採掘，生

産又は製造のいかなる段階にも雇用されてい

ないことを証明する。

日付________

（署名）

(b) 輸入者は上記３ヶ月の期間内に商品の最

終的な荷受人による声明書又はその電子的な同

等物を港湾局長又はCBP長官に提出しなければ

ならない。当該声明書等において ④ 当該荷

受人が商品及びそのすべての構成要素の出所を

特定し，⑤ 商品及びそのすべての構成要素の

生産に利用された労働者の特徴を確認するため

にあらゆる合理的な努力をしたこと，⑥ その

調査の全結果 ⑦ 並びに商品又はそのすべて

の構成要素の生産のいかなる段階においても

〔留置〕決定で特定された労働者の類型が利用

されていないことに関する確信を詳細に示すこ

とを要する。

（丸数字及び〔 〕内は筆者）

この19 CFR § 12.43 (a)(b)に基づく反論に際

して，具体的にどのような事情や証拠を提出すべ

きかについて，特に新疆ウイグル自治区の製品に

ついての QAとして U. S. Customs and Border

Protection [2021b］があり，更にこのQAがILAB

やU.S. Customs and Border Protection [2018］，U.S.

Department of State [2021c］（邦語の解説として，

石本ほか［2021］）などを参照している。19 CFR

§ 12.43 (a)(b)及びこれらのガイダンスをまと

めると従来の実務では以下の立証及び証拠が要求

されているようである（表１。表中の丸数字は上

記19 CFR § 12.43 (a)(b)の翻訳に記載した番号

と対応する）。

もっとも，従来のCBPにおけるガイダンスは輸

入者の反証活動に不十分だったとの指摘もある

（Dong et al. [2021]）。

加えて，前述の通り，新法２条(d)(6)は輸入者

が準拠できるガイダンスを策定する予定であり，

今後の人権DDの指針となり得る（同旨，藪

［2021b］）。もっとも，ガイダンスを含む戦略の策

定の締切りは新法の施行日と同じであり（前述

２），間に合うかどうかは判然としないとされて

いる（木内［2021］）。

次に，その他どのような取組みが実務上必要だ

ろうか。この点は，自社の行動方針ないし調達方

針を新法に合わせて更新すること及び当該行動方

針等の改訂に沿って調達先との契約条項を見直す

ことが提案されている（Dong et al. [2021] ; Clark

et al. [2021]．特に太陽光発電モジュールについ

て，Dozier & Kahlon [2021]）。見直しの対象とな

る契約条項として，調達先にサプライチェーン上

の労働条件に関する情報提供義務を課し，また，

新法に違反する商品について解約及び損害賠償の

定めを設けることが提案されている（Dong et al.

[2021]）。

第３に，法政策的な問題である。今回の新法は

前述３の内容となったが，これが正解というわけ

ではないだろう。では，他にどういった選択肢が

あり得るか。たとえば，前述の通り新法は上下両

院の妥協案であり，もともとの法案には違いが

あった。特に指摘されているのは環境・社会・統
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治（Environmental, Social, and Governance: ESG）

との関係である（ウイグル強制労働防止法はESG

における規制の展開の１つだとするものとして，

Bee et al. [2022]）。前述の通り，前掲H.R.1155は

成立した新法と異なり，1934年証券取引所法

（Securities Exchange Act of 1934）13条（15 U.S.C.

78m）を改正し，SECへの年次報告書等の提出義

務のある証券発行者に対して新疆ウイグル自治区

における一定の活動への関与を年次報告等で開示

し，SECへ通知することを義務づけていた（９条

(b)）。開示対象の活動には商務省のリストに含ま

れる事業体の活動（９条(b)による改正後証券取

引法(s)(1)(A)），新疆ウイグル自治区で収容施

設を建築・運営する事業体の活動（同(B)）及び

国務省が新疆ウイグル自治区での強制労働に関与

しているとする事業体の活動（同(C)）並びに新

疆ウイグル自治区での人権侵害に関与する者など

の活動である（同(D)）。その趣旨として，サプ

ライチェーン上での人権侵害の有無は企業価値

（株式や評判）にとって重大な影響を与えるため，

投資家に開示すべきだという点が指摘されている

（同条(a)）。そのため，この種の立法が今後も選

択肢として残ると指摘されている（Hilferty &

Valenstein [2021]）。仮に我が国でも強制労働に関
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表１ 関税法307条の差止めに対する立証命題及び証拠

立証命題 証拠 条文・ガイダンス等

(a) 輸出国の売主又は所有者の認識 売主等による原産地証明書

(CERTIFICATE OF ORIJIN)

19 CFR § 12.43 (a)

① 輸入品の特定 同上 同上

② サプライチェーンの追跡可

能性（トレーサビリティ）

同上 同上

③ 労働の性質 同上 同上

(b) 荷受人の認識 荷受人による声明書 19 CFR § 12.43 (b)

④ サプライチェーンの追跡可

能性（トレーサビリティ）

�供給源から売主及び輸入者

に至るインボイス等

U.S. Customs and Border

Protection [2021b]

�生産プロセス及び各生産地

の地図等

⑤ 供給源の労働の性質 �最低限の労働基準に関する

行動指針の供給源との共有

又は契約内容への追加の事

実等

▶U.S. Customs and Border

Protection [2018]

�供給源の事業方針等 ▶ジェトロ［2021］

⑥ 供給源に対する調査結果 �荷受人による立入検査等 ▶U. S. Customs and Border

Protection [2018] ; U. S.

Department of State [2021c].

但し，弾圧的な状況によ

り現地へのアクセスは困難

になり得る（U.S.

Department of State

[2021c］・15）。

�（現地の第三者機関による

監査）

▶信頼性は低いとされている

ため注意が必要（U.S.

Department of State

[2021c］・14）

⑦ 強制労働の不存在に関する

確信

荷受人の自組織内における第

三者機関による監査報告書等

ILAB ; U.S. Customs and

Border Protection [2018]

（出所：筆者作成）



するサプライチェーン上の法規制を検討する場

合，こういった投資家との関係が視野に入ってく

るかもしれない。

H.R.1155第９条

(b) 新疆ウイグル自治区に関連する特定の活

動の開示

(1) 総論―1934年証券取引所法第13条（15

U.S.C. 78m）を改正し，その末尾に以下の項

を追加する。

「(s) 新疆ウイグル自治区に関連する特

定の活動の開示

(1) 総論―第(a)項に基づいて年次報告

書又は四半期報告書を提出しなければな

らない発行者は，第(2)項で要求される

情報を報告書の中で開示しなければなら

ない。それは報告書の対象期間中に発行

者又は発行者の関連会社が以下のいずれ

かの行為を行った場合である。

(A) 中国の新疆ウイグル自治区で大

量の人口監視システムを構築するため

の技術やその他の支援を行う事業体や

その関連会社との活動に故意に従事し

た場合。当該事業体には新疆ウイグル

自治区における商務省の「事業体リス

ト」に掲載された者も含む

(B) 新疆ウイグル自治区においてウ

イグル人，カザフ人，キルギス人及び

イスラム系少数民族に対する収容施設

を建設ないし運営する事業体やその関

連事業体との活動に故意に従事した場

合

(C) ウイグル強制労働防止法第７条

(c)(1)に記載されている事業体又はそ

の関連事業体との活動に故意に関与し

た場合。当該事業体には以下の者を含

む。

(i) 新疆ウイグル自治区での製造

施設の設立を補助する「ペアリング

支援（pairing-assistance）」プログラ

ムに従事する事業体

(ii) 1930年関税法第307条(19 U.S.

C. 1307)に基づき国土安全保障省が

「違 反 商 品 保 留 命 令（Withhold

Release Order）」を発出した事業体

(D) 故意に以下の者と取引を行い又

は以下の財産及び財産上の利益を取り

扱った場合

(i) 新疆ウイグル自治区において

ウイグル人，カザフ人，キルギス人

及びその他のイスラム系少数民族の

人々を拘束し又は虐待したことを理

由に国務長官によって制裁対象と

なっている者，財産及び財産上の利

益

(ii) グローバル・マグニツキー人

権問責法（Global Magnitsky Human

Rights Accountability Act）（22 U.S.C.

2656 note）に基づく制裁対象となっ

ている者，財産及び財産上の利益

(iii) 新疆ウイグル自治区での残虐

行為に責任がある又は加担している

者又は事業体

……」

［付記］

本研究はJSPS科研費JP18H05216，公益財団法

人末延財団のオンラインデータベース提供事業及

び福岡工業大学研究スタートアップ支援制度の助

成を受けた。

第117議会H.R.6256の全訳はresearchmapの筆者

ウェブページ（https://researchmap.jp/ytchbn）から

案内する。

脱稿後，中島和穂・平家正博・根本拓・田代夕

貴・稲岡優美子［2022］「米国におけるウイグル

強制労働防止法の成立と日本企業への影響」西村

あさひ法律事務所［https: //www.nishimura. com /

sites / default / files / newsletter _ pdf / ja / newsletter _

220107_corporate.pdf］（最終確認日：2022年１月

７日）［推定の覆滅の基準が厳しくなると予想す

る］に触れた。

また，脱稿後，日本でも動きがあった。衆議院

は2022年２月，決議を採択し，国際社会が新疆ウ

イグル自治区などの人権状況に懸念を示している

ことを指摘した上で，「深刻な人権状況について，

国際社会が納得するような形で説明責任を果たす

よう，強く求める」とした（衆議院［2022］「新

疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決

議案（第208回国会，決議第１号）」［https://www.

shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/
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ketsugian/g20817001.htm］（最終確認日：2022年２

月13日））。もっとも，中国を名指しせず，また，

「非難」ではなく「懸念」の認識にとどまっている。

加えて，自民党は同月，政府に対し提言を行い，

サプライチェーンの人権侵害を防ぐための企業向

けの指針を策定することを求め，その際，本稿で

紹介した新法のような措置の検討も求めたとされ

る（テレ朝ニュース［2022］「『人権侵害認めない

措置を真剣に検討すべき』自民党が総理に提言」

（2022年２月10日掲載）［https://news.tv-asahi.co.jp/

news_politics / articles /000244469.html］（最終確認

日：2022年２月13日））。その後，政府は2022年夏

を目途に人権DDの指針を策定する方針を打ち出

した。更に，当該指針の履行状況如何で立法によ

る義務化も検討するとされる（日本経済新聞

［2022］「強制労働排除へ現地調査 政府が企業に

指針，法制化視野」（2022年２月14日掲載）［https:

//www. nikkei. com / article / DGXZQOUA144SK0U2

A210C2000000 /? n_cid=NMAIL007_20220214_Y&

unlock=1］（最終確認日：2022年２月14日））。今後，

詳細を注視したい。
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